
1 

 

 入札公告   

 

和歌山県市町村教育情報化推進協議会（以下「協議会」という。）は、東牟婁地方小・中学校 GIGAスクー

ル用コンピュータ保守業務等共同調達について、次のとおり一般競争入札を行うので公告する。 

 

令和８年３月１６日  

 

和歌山県市町村教育情報化推進協議会会長  

                            （和歌山県教育委員会教育長）     

１ 共同調達について 

(1) 本協議会の実施する共同調達とは、本協議会の構成団体である２以上の市町村（学校組合を含む。）

教育委員会（以下、「共同調達参加団体」と言う。）が、共同で物品の調達を行うことを言う。 

(2) 共同調達物品の入札及び協定の締結は、本協議会が執り行い、落札者の決定後、落札者は共同調達参

加団体との契約を担保するため速やかに協議会の長と協定書を締結するものとする。 

(3) 落札者は契約する共同調達参加団体の財務規則等に則り、共同調達参加団体との間で個別に契約 

を締結するものとする。 

(4) この条件付き一般競争入札に係る共同調達参加団体は、以下の教育委員会である。 

（総数６団体）  

新宮市教育委員会、那智勝浦町教育委員会、太地町教育委員会、 

古座川町教育委員会、北山村教育委員会、串本町教育委員会 

 

２ 入札に付す事項  

(1) 調達業務名 

  東牟婁地方小・中学校 GIGAスクール用コンピュータ保守業務 

(2)事業年度 

令和８年度から令和１２年度まで 

(3)調達業務の仕様、履行期限、納入場所等 

東牟婁地方小・中学校 GIGAスクール用コンピュータ保守業務等共同調達の仕様書のとおり 

 

３ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

本件入札に参加する資格を有する者は、それぞれ次に掲げる要件を全て満たす者とする。  

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規定に該当する者

でないこと。 

② 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定により競争入札への参加を排除されている

者でないこと。 

③ 自己、自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者その他経営に実質的に関与している

者が、次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 和歌山県暴力団排除条例（平成２３年和歌山県条例第２３号）第２条第３号に規定する暴力

団員等（以下「暴力団員等」という。）であると認められる者 
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イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与している

と認められる者 

  ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者 

エ 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しく

は積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

オ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

カ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者 

④ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はその団体に属する者でないこと。 

⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定により更生手続開

始の申立て（同法附則第２条の規定により、なお従前の例によることとされる更正事件に係るも

のを含む。以下同じ。）をしていない者又はこれがなされていない者であること。ただし、同法

第４１条第１項の更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第１９９条第１項の更生

計画の認可の決定が確定している場合は、この限りでない。 

⑥ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定により再生手続開

始の申立てをしていない者又はこれがなされていない者であること。ただし、同法第３３条第１

項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第１７４条第１項の再生計画の認可の

決定が確定している場合は、この限りでない。 

⑦ 当該共同調達に参加する全ての団体が行う一般競争入札に関する参加資格を停止されていない

者であること。 

⑧ 国税、都道府県税及び市町村税に未納がない者であること。 

⑨ 入札公告の日から過去５年間において、この入札に係る業務と同種同規模の契約を締結し、か

つ、これを誠実に履行した実績（民間企業等の実績を含む。）がある者であること。  

⑩ この入札に係る業務と同種の業務（同種の機器の点検・保守管理、導入・設置又はメンテナンス

修理）についての１年以上の実務経験を有する者（１名以上）が入札者本人又はその職員(役員を

含む｡)であり、常勤の者であること。 

⑪ プライバシーマーク（一般財団法人日本情報経済社会推進協会の登録商標をいう。）を付与され

ている者又は情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）「ISO/IEC 27001(JIN Q 27001)」 

の認証を取得している者であること。 

⑫  和歌山県内に本店を有する者であること。 

 

 

４ 質問の受付 

（1）受付期間 

令和８年３月１６日(月)から令和８年３月２３日(月)午後５時００分まで 

（2）受付内容 

資格申請書類に関する内容、入札説明書に関する内容、仕様書に関する内容  

（3）質問に対する回答 
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質問に対する回答は、令和８年３月２６日（木）まで、随時、協議会事務局の当該入札案件 

のホームページ上にて公開する。 

（4）受付方法 

質問申出書【様式５】を電子メール、郵送又は持参により提出すること。 

（提出先）  

和歌山市湊通丁北一丁目２-１ （県庁南別館６階） 

和歌山県市町村教育情報化推進協議会事務局（和歌山県教育庁教育総務局教育政策課内） 

    電子メールアドレス：e5015001@pref.wakayama.lg.jp 

    電話番号: ０７３-４４１-３７１０ 

 

５ 協定条項を示す場所及び期間 

(1) 場所 

和歌山県教育委員会教育政策課ホームページ 

及び和歌山県市町村教育情報化推進協議会事務局 

（和歌山県教育庁教育総務局教育政策課内） 

 住所：和歌山市湊通丁北一丁目2-1番地 和歌山県庁南別館6階 

 

(2) 期間 

令和８年３月１６日（月）から令和８年３月３０日（月）まで 

ただし、事務局における交付は、和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山県条例第39号）

第1条第1項に定める県の休日を除く日の午前9時から午後5時30分までとする。 

 

６ 入札説明書等を交付する場所及び期間 

(1) 場所 

５の（１）に同じ。 

(2) 期間 

５の（２）に同じ。 

 

７  一般競争入札の場所及び日時等 

(1) 一般競争入札の場所及び日時 

ア 入札場所 

和歌山市湊通丁北一丁目２-１ 

和歌山県庁南別館５階５－Ａ会議室 

    イ 入札日時 

    令和８年３月３１日（火）午前１１時００分 

  ウ 開札場所 

    アに同じ。 

  エ 開札日時 

    イに同じ。 
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  (2) (1)の入札の執行に当たっては、入札参加者は、本協議会により競争入札の参加資格があること

を確認された旨の通知書の写しを持参することとする。 

(3) 郵便による入札書の提出を行う者は、競争入札の参加資格があることを確認された旨の通知書の 

写しを同封の上、書留郵便で令和８年３月３０日（月）午後５時００分までに本協議会事務局(和

歌山県教育庁教育総務局教育政策課内)に必着するように提出しなければならない。 

 

８ 入札方法  

(1) 落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た金額の110分の100に相当する金額で入札すること。なお、契約単価は、本協議会の各予定単価に

落札率を乗じて算出した額（小数点以下２位を切り捨て）に100分の10を乗じて得た額（小数点以下

2位を切り捨て）を当該金額に加算した額（小数点以下を切り捨て）により決定する。 

(2)  入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 

(3)  入札書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には入札者の名前、調達業務の名称及び 

入札年月日を表示すること。ただし、12の(6)による再度の入札にあっては、この限りではないこ

と。 

(4) 入札の際には、一般競争入札参加資格要件適格認定通知書を提示し、又はその写しを提出するこ 

と。 

(5) 郵送により入札する場合には、(3)の入札書を入れた封筒及び一般競争入札参加資格要件適格認定 

通知書の写しを外封筒に入れ、書留郵便で令和８年３月３０日（月）午後５時００分までに本協議 

会事務局(和歌山県教育庁教育総務局教育政策課内)に必着させること。 

(6)  その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり。 

 

９ 入札保証金に関する事項 

入札保証金は不要とする。 

 

10 契約保証金に関する事項 

(1) 契約を締結する者は、共同調達参加団体ごとに、それぞれの契約金額の100分の10以上の額の契約

保証金を納付しなければならない。 

(2) 契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、各共同調達参加団体における契約保証金に関す

る規定の定めるところによる。 

 

11 入札の無効 

本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加資格の確認について虚偽の申請を行っ

た者のした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 

なお、本協議会により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札参加資

格停止措置を受けて入札参加資格停止期間中である者等、入札時点で３に規定する資格のない者のし

た入札は、無効とする。 
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12 落札者の決定の方法 

(1) 入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 

(2) この入札の開札には、本協議会事務局及び共同調達参加団体の職員が立ち会うものとする。 

(3) あらかじめ定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

 入札の参加者が1社であっても、入札を有効とする。 

(4) 落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ 

て、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又 

はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない本協議会事務局の職

員にくじを引かせるものとする。 

(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。 

この場合において、入札の回数は、最初の入札を含め３回までとする。 

(6) 再度の入札を行う場合において、郵便による入札を行った者で７の（１）に規定する日時に入札 

の場所に出席していない者は、第２回以降の入札には、参加できないものとする。 

 

13 その他 

(1) 契約の締結と関係予算の成立 

  共同調達参加団体との契約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定により締

結する長期継続契約であるので、当該契約期間中であっても、翌年度以降において当該契約に係る共同

調達参加団体の歳入歳出予算の金額について、減額又は削除があった場合は当該契約を変更し、又は解

除することができるものとする。この場合において、受注者は解除により生じた損害の賠償を請求する

ことはできない。 

(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

ア 名称 

和歌山県市町村教育情報化推進協議会事務局（和歌山県教育庁教育総務局教育政策課内） 

イ 所在地 

和歌山市湊通丁北一丁目２-１ 

郵便番号 ６４０－８２６２ 

電話番号 ０７３－４４１－３７１０ 

 

(3) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(4) 契約書作成の要否 

要（各共同調達参加団体の財務規則等に則り契約書を作成するものとする。ただし、共同調達参

加団体において契約書の作成を省略できる規定に該当する場合は、この限りでない。） 

(5) 契約の締結における議会の議決の要否 

   要（仮契約締結後、各共同調達参加団体の議会において、議決を要する。ただし、共同調達参加

団体や調達の形態によっては議決不要の場合がある。）  


